
                                   

 

日
本
国
憲
法 

 

第
二
章  

戦
争
の
放
棄 

 

第
九
条 

一
、
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と 

す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権 

の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇 

又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決 

す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を 

放
棄
す
る
。 

二
、
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、 

陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、 

こ
れ
を
保
持
し
な
い
。 

 

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認 

め
な
い
。 
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今
「
日
本
国
憲
法
九
条
」
の
二
項
を
削
除
し
、
変
え
よ

う
と
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。 

海
外
で
の
武
力
の
行
使
の
「
歯
止
め
」
と
な
っ
て
き
た

の
が
憲
法
九
条
、
と
り
わ
け
「
戦
力
不
保
持
」
と
「
交
戦

権
の
否
認
」
を
定
め
た
九
条
二
項
で
す
。
こ
の
「
歯
止
め
」

を
と
り
は
ら
わ
れ
て
し
ま
え
ば
「
海
外
派
兵
」
「
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
」
「
国
連
軍
へ
の
参
加
」
な
ど
、
海
外
で

の
武
力
の
行
使
に
道
が
開
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

日
本
を
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
「
戦
争
を
す
る
国
」
に
変

え
る
こ
と
は
、
平
和
を
こ
わ
し
、
世
界
か
ら
孤
立
す
る
道

で
す
。
憲
法
改
悪
を
許
さ
な
い
国
民
的
運
動
を
大
き
く
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 



▼
菅
谷
・
額
田
保
育
所
ま
で
民
間
に
ま
か
せ
る
？ 

―
― 

指
定
管
理
者
制
度 

 

平
成
15
年
６
月
に
地
方
自
治
体
の
改
正
に
よ
り
「
公
の
施
設
」
の
管

理
に
つ
い
て
、「
管
理
委
託
制
度
」
か
ら
「
指
定
管
理
者
制
度
」
に
変
わ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
民
間
へ
の
委
託
化
、
経
費
節
減
が
最
優
先
さ
れ

て
い
ま
す
。
す
で
に
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
は
施
設
利
用
料
の
引
き

上
げ
や
労
働
者
の
雇
用
不
安
定
、
低
賃
金
、
労
働
条
件
の
悪
化
な
ど
の

問
題
も
起
き
て
い
ま
す
。 

平
成
18
年
９
月
１
日
ま
で
に
「
「
公
の
施
設
」
を
民
間
に
任
せ
る
か
市

直
営
で
行
う
か
選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
那
珂
市
は
「
公
の
施
設
」

を 

①
直
営 

②
指
定
管
理
者
制
度
を
検
討
す
る
施
設 
③
合
併
協
定
項

目
に
よ
る
検
討
施
設
に
分
け
、
今
後
議
会
の
議
決
も
経
て
管
理
者
を
指

定
し
て
い
き
ま
す
。 

検
討
さ
れ
る
施
設
に
は
菅
谷
・
額
田
の
両
保
育
所
を
は
じ
め
、
福
祉

や
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
施
設
、
44
ヵ
所
が
民
間
団
体
や
企
業
に
委

ね
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

12
月
の
議
会
に
こ
の
条
例
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、
木
村
静
枝
議
員

は
「
税
の
効
果
的
な
使
わ
れ
方
と
い
う
点
で
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
が
、

利
益
優
先
で
安
全
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
、
公
平
、
公
正
、
中
立
性
に
も

疑
問
を
感
じ
る
。
ま
た
労
働
者
の
雇
用
が
不
安
定
に
な
り
、
賃
金
の
引

き
下
げ
な
ど
労
働
条
件
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
」
と
反
対
し
ま
し
た
。 

 ▼
「
福
祉
タ
ク
シ
ー
」
実
現
間
近
か
！ 

那
珂
市
は
平
成
18
年
度
よ
り
、
電
車
や
バ
ス
で
の
外
出
が
困
難
な
障

害
者
や
高
齢
者
に
対
し
て
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付
（
年
間
６
０
０

円
件
を
48
枚
）
を
検
討
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、「
福
祉
タ
ク
シ
ー
」
利
用
金
額
に
制
限
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

特
例
措
置
に
よ
る
セ
ダ
ン
型
等
の
車
両
を
利
用
し
た
社
会
福
祉
法
人
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
実
施
す
る
「
福
祉
有
償
運
送
サ
ー
ビ
ス
」
を
同
時
に
促

進
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
一
日
も
早
く
実
現
す
る
と
い
い
で
す
ね
。 

   

       

介
護
保
険
料
が
１
０
０
０
円
ア
ッ
プ 

―
今
度
の
改
正
で 

介
護
保
険
法
が
は
じ
ま
っ
て
５
年
。
２
０
０
５
年
６
月
、
そ
の
見
直

し
が
さ
れ
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は 

①
施
設
入
所
者
へ
の
ホ
テ

ル
コ
ス
ト
と
し
て
居
住
費
や
食
費
の
全
額
自
己
負
担 

②
「
新
予
防
給

付
」
の
導
入
な
ど
に
よ
る
軽
度
者
の
サ
ー
ビ
ス
切
り
捨
て 

③
老
人
保
健

等
で
無
料
で
行
っ
て
き
た
高
齢
者
の
保
険
・
福
祉
事
業
を
地
域
支
援
事

業
と
し
て
介
護
保
険
に
取
り
込
む
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

こ
れ
ら
の
改
正
の
ね
ら
い
は
、
高
齢
者
福
祉
で
は
な
く
、
財
源
抑
制

の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
切
り
捨
て
と
、
負
担
の
国
民
へ
の
転
嫁
で
あ
り
、

こ
れ
が
実
施
さ
れ
る
と
高
齢
者
と
そ
の
家
族
に
多
大
な
負
担
が
か
か
っ

て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
木
村
静
枝
議
員
は
「
す
で
に
２
０
０
５
年
10
月
か
ら
ホ
テ
ル
コ
ス
ト

と
し
て
居
住
費
や
食
費
は
全
額
自
己
負
担
と
な
っ
て
い
る
が
、
ど
の
位

の
負
担
増
に
な
る
の
か
。
ま
た
、
那
珂
市
の
介
護
保
険
料
は
い
く
ら
に

な
る
の
か
」
と
質
し
ま
し
た
。 

 

保
険
福
祉
部
長
は
「
特
養
施
設
へ
入
所
の
場
合
、
施
設
に
よ
っ
て
も

違
う
が
、
第
４
段
階
（
市
民
税
非
課
税
以
外
）
の
人
で
は
、
現
在
一
ヶ

月
の
費
用
が
月
額
５
万
２
５
１
５
円
が
、
８
万
５
７
０
円
か
ら
12
万
７

２
３
０
円
と
な
る
。
ま
た
、
介
護
保
険
料
は
基
準
額
で
現
在
２
５
４
０

円
が
３
５
３
０
円
程
度
と
な
り
約
１
０
０
０
円
の
値
上
げ
に
な
る
」
と

の
答
弁
で
し
た
。 

 

木
村
議
員
は
「
こ
れ
で
は
介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
人
が
増
え
る
ば

か
り
で
は
な
い
か
。
市
と
し
て
減
免
制
度
は
考
え
て
い
な
い
の
か
」
と

の
質
問
に
、
保
険
福
祉
部
長
は
「
現
在
、
介
護
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な

く
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
話
は
聞
い
て
い
な
い

の
で
、
国
の
基
準
に
合
わ
せ
て
現
在
５
段
階
で
あ
る
も
の
を
６
段
階
に

す
る
予
定
で
あ
る
。
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
負
担
を
お
願
い
し
た
い
」

と
い
う
つ
れ
な
い
答
弁
で
し
た
。 

 

「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
は
、
上
記
の
②
と
③
を
実
施
す
る
た

め
に
２
０
０
６
年
４
月
か
ら
、
自
治
体
に
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
た
機
関
で
す
。
国
の
セ
ン
タ
ー
設
置
の
ね
ら
い
は
、
介
護
保
険
の

給
付
を
削
減
す
る
た
め
の
拠
点
づ
く
り
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
セ
ン

タ
ー
に
は
社
会
福
祉
士
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
保
健
師
が
配
置

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
直
営
、
委
託
、
ど
ち
ら
と
も
可
能
と

し
て
い
ま
す
。 

 

木
村
議
員
は
「
市
内
何
ヵ
所
に
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
人
材
は
確
保

で
き
る
の
か
」
と
質
し
ま
し
た
。
保
険
福
祉
部
長
は
「
市
内
を
三
つ
の

日
常
生
活
圏
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
の
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ

ー
を
委
託
法
人
の
中
か
ら
選
出
す
る
考
え
で
あ
る
。
平
成
18
年
度
、19
年

度
は
、
予
算
、
人
員
確
保
の
面
か
ら
、
市
役
所
に
一
ヶ
所
直
営
で
設
置

し
、
日
常
生
活
圏
域
ご
と
に
、
三
ヶ
所
の
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
保
健
師

を
除
く
２
名
の
合
意
を
求
め
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
し
た
。 

  

木
村
静
枝
の 

一
般
質
問 

介護保険料（中間報告） 

第３期（見込）（１１月調べ）

那珂市    ３,５３０円

 （今までは ２,５４０円）

茨城県平均  ３,６００円 

全国平均   ４,０００円 

水戸市    ４,１００円 

ひたちなか市 ３,５０５円 

東海村    ４,２３２円 

常陸太田市  ３,５６０円 

常陸大宮市  ３,５４３円 

日
本
共
産
党
「
な
ん
で
も
電
話
相
談
」（
無
料
） 

市
政
へ
の
注
文
、
な
ん
で
も
生
活
相
談
、
医
療
、
子
育
て
、
そ
の
他
で
お
悩

み
の
方
、
お
気
軽
に
お
電
話
下
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
個
人
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。 

電
話 

０
２
９-

２
９
８-

２
０
６
４ 

那
珂
市
議
会
議
員

木
村

静
枝


